
令和７年度第５回甲賀市下水道審議会 次 第 

 

                      日 時：令和７年１０月２３日（木） 

午後２時００分から 

                      場 所：甲賀市役所 会議室３０１ 

 

 

１．開  会 

 

 

２．市民憲章唱和 

 

 

３．あいさつ    

 

 

４．審議事項 

   下水道使用料の改定について 

 

 

５．その他 

 

 

６．閉  会 
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現行 案－１ １段階目 案－２ ２段階目 参考－１ １段階目 参考－２ ２段階目

全体 115.65% 129.22% 113.68% 129.34%

0-20㎥
（基本料金）

2,476 2,800 115.75% 3,200 132.28% 2,800 115.75% 3,200 132.28%

21-40㎥ 133 112.94% 128.68% 150 112.94% 170 128.68%

41-60㎥ 143 111.32% 126.57% 160 112.72% 180 127.98%

61-100㎥ 152 180 111.80% 200 126.41% 170 112.37% 190 126.99%

101-200㎥ 162 190 114.33% 210 128.06% 180 111.76% 210 126.99%

201-1000㎥ 200 119.60% 220 132.38% 114.52% 132.05%

1001-1500㎥ 210 119.68% 230 131.76% 112.82% 130.47%

1501㎥以上 200 240 120.37% 260 130.78% 230 114.85% 260 130.39%

実調定見込額（円） 1,680,846,715 115.65% 1,879,090,555 129.22% 1,652,022,585 113.68% 1,880,717,745 129.34%

改定前後の差額（円） 220,117,015 418,360,855 191,292,885 419,988,045

全体㎥単価（円） 178.5 199.6 175.5 199.8

基本使用料料金での固定費の割合 29.8% 34.1% 29.8% 34.1%

公衆浴場

※激変緩和のため２段階に分けて段階的に改定。１段階目は令和９年、２段階目は令和１２年賦課を想定

※１段階目は約２億円、２段階目は約４億円増

※公衆浴場は現行のまま据え置きとする

※単価については10円単位になるよう調整している

※比較増減率は、改定案の単価に令和６年度の実績件数をかけた想定額と、令和６年度の収入額を比較した値となる
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区分別　下水道使用料　体系表

案　　（Ｒ３の答申体系を踏襲）



県内各市町下水道使用料比較（２ｹ月あたり・消費税10％含む） (単位：円)

区分
順
位

市町名 基本料金
超過(使用)
料金

使用料
基本料金
の割合

区分
順
位

市町名 基本料金
超過(使用)
料金

使用料
基本料金
の割合

区分
順
位

市町名 基本料金
超過(使用)
料金

使用料
基本料金
の割合

使用水量 1 竜王町 3,960 0 3,960 100.00% 使用水量 1 竜王町 3,960 0 3,960 100.00% 使用水量 甲賀市(案ー２） 3,520 6,732 10,252 34.33%
14㎥ 甲賀市(案ー２） 3,520 0 3,520 100.00% 20㎥ 甲賀市(案ー２） 3,520 0 3,520 100.00% 56㎥ 1 高島市 3,080 6,330 9,410 32.73%

2 高島市 3,080 0 3,080 100.00% 2 野洲市 891 2,200 3,091 28.83% 甲賀市(案ー１） 3,080 5,940 9,020 34.15%
甲賀市(案ー１） 3,080 0 3,080 100.00% 3 高島市 3,080 0 3,080 100.00% 2 大津市 1,982 6,626 8,608 23.03%

3 日野町 2,960 0 2,960 100.00% 甲賀市(案ー１） 3,080 0 3,080 100.00% 3 湖南市 1,018 7,570 8,588 11.85%
4 近江八幡市 2,829 0 2,829 100.00% 4 湖南市 1,018 1,969 2,987 34.08% 4 東近江市 2,640 5,900 8,540 30.91%
5 米原市 2,816 0 2,816 100.00% 5 日野町 2,960 0 2,960 100.00% 5 米原市 2,816 5,622 8,438 33.37%
5 彦根市 2,816 0 2,816 100.00% 6 近江八幡市 2,829 0 2,829 100.00% 6 彦根市 2,816 5,544 8,360 33.68%
7 甲賀市 2,723 0 2,723 100.00% 7 米原市 2,816 0 2,816 100.00% 7 日野町 2,960 5,340 8,300 35.66%
8 長浜市 2,702 0 2,702 100.00% 7 彦根市 2,816 0 2,816 100.00% 8 近江八幡市 2,829 5,352 8,181 34.58%
9 多賀町 2,640 0 2,640 100.00% 8 甲賀市 2,723 0 2,723 100.00% 9 甲賀市 2,723 5,443 8,166 33.35%
9 甲良町 2,640 0 2,640 100.00% 9 長浜市 2,702 0 2,702 100.00% 10 長浜市 2,702 5,346 8,048 33.57%
9 豊郷町 2,640 0 2,640 100.00% 10 東近江市 2,640 0 2,640 100.00% 11 野洲市 891 7,150 8,041 11.08%
9 東近江市 2,640 0 2,640 100.00% 10 多賀町 2,640 0 2,640 100.00% 12 多賀町 2,640 5,148 7,788 33.90%
13 野洲市 891 1,540 2,431 36.65% 10 甲良町 2,640 0 2,640 100.00% 12 豊郷町 2,640 5,148 7,788 33.90%
14 守山市 2,270 150 2,420 93.80% 10 豊郷町 2,640 0 2,640 100.00% 14 甲良町 2,640 5,140 7,780 33.93%
14 草津市 2,420 0 2,420 100.00% 10 守山市 2,270 370 2,640 85.98% 15 竜王町 3,960 3,574 7,534 52.56%
16 栗東市 2,390 0 2,390 100.00% 10 愛荘町 1,320 1,320 2,640 50.00% 16 守山市 2,270 5,130 7,400 30.68%
17 湖南市 1,018 1,355 2,373 42.90% 17 大津市 1,982 646 2,628 75.42% 17 愛荘町 1,320 6,072 7,392 17.86%
18 愛荘町 1,320 924 2,244 58.82% 18 草津市 2,420 0 2,420 100.00% 18 草津市 2,420 4,884 7,304 33.13%
19 大津市 1,982 0 1,982 100.00% 19 栗東市 2,390 0 2,390 100.00% 19 栗東市 2,390 4,760 7,150 33.43%

区分
順
位

市町名 基本料金
超過(使用)
料金

使用料
基本料金
の割合

区分
順
位

市町名 基本料金
超過(使用)
料金
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区分
順
位

市町名 基本料金
超過(使用)
料金

使用料
基本料金
の割合

使用水量 1 大津市 1,982 22,712 24,694 8.03% 使用水量 1 大津市 1,982 816,671 818,653 0.24% 使用水量 1 大津市 1,982 2,642,670 2,644,652 0.07%
120㎥ 甲賀市(案ー２） 3,520 20,900 24,420 14.41% 2,000㎥ 甲賀市(案ー２） 3,520 502,480 506,000 0.70% 6,000㎥ 甲賀市(案ー２） 3,520 1,646,480 1,650,000 0.21%

甲賀市(案ー１） 3,080 18,700 21,780 14.14% 甲賀市(案ー１） 3,080 458,920 462,000 0.67% 2 守山市 2,270 1,527,650 1,529,920 0.15%
2 高島市 3,080 18,480 21,560 14.29% 2 湖南市 1,018 442,475 443,493 0.23% 甲賀市(案ー１） 3,080 1,514,920 1,518,000 0.20%
3 東近江市 2,640 17,260 19,900 13.27% 3 高島市 3,080 438,020 441,100 0.70% 3 高島市 3,080 1,494,020 1,497,100 0.21%
4 湖南市 1,018 18,623 19,641 5.18% 4 野洲市 891 436,370 437,261 0.20% 4 野洲市 891 1,470,370 1,471,261 0.06%
5 米原市 2,816 16,522 19,338 14.56% 5 守山市 2,270 418,850 421,120 0.54% 5 湖南市 1,018 1,419,275 1,420,293 0.07%
6 彦根市 2,816 16,280 19,096 14.75% 6 米原市 2,816 401,236 404,052 0.70% 6 長浜市 2,702 1,409,738 1,412,440 0.19%
7 甲賀市 2,723 16,324 19,047 14.30% 7 近江八幡市 2,829 398,629 401,458 0.70% 7 彦根市 2,816 1,397,110 1,399,926 0.20%
8 野洲市 891 18,150 19,041 4.68% 8 彦根市 2,816 398,310 401,126 0.70% 8 米原市 2,816 1,373,636 1,376,452 0.20%
9 近江八幡市 2,829 15,895 18,724 15.11% 9 長浜市 2,702 397,738 400,440 0.67% 9 近江八幡市 2,829 1,322,629 1,325,458 0.21%
10 日野町 2,970 15,730 18,700 15.88% 10 東近江市 2,640 396,220 398,860 0.66% 10 多賀町 2,640 1,296,680 1,299,320 0.20%
11 長浜市 2,702 15,774 18,476 14.62% 11 甲賀市 2,723 385,110 387,833 0.70% 10 甲良町 2,640 1,296,680 1,299,320 0.20%
12 多賀町 2,640 15,180 17,820 14.81% 12 日野町 2,970 375,320 378,290 0.79% 10 豊郷町 2,640 1,296,680 1,299,320 0.20%
12 甲良町 2,640 15,180 17,820 14.81% 13 多賀町 2,640 372,680 375,320 0.70% 13 愛荘町 1,320 1,281,720 1,283,040 0.10%
12 豊郷町 2,640 15,180 17,820 14.81% 13 甲良町 2,640 372,680 375,320 0.70% 14 甲賀市 2,723 1,265,110 1,267,833 0.21%
15 草津市 2,420 14,960 17,380 13.92% 13 豊郷町 2,640 372,680 375,320 0.70% 15 東近江市 2,640 1,258,620 1,261,260 0.21%
16 守山市 2,270 15,030 17,300 13.12% 16 愛荘町 1,320 357,720 359,040 0.37% 16 日野町 2,970 1,255,320 1,258,290 0.24%
17 愛荘町 1,320 15,400 16,720 7.89% 17 栗東市 2,390 345,928 348,318 0.69% 17 栗東市 2,390 1,234,728 1,237,118 0.19%
18 竜王町 3,960 12,485 16,445 24.08% 18 草津市 2,420 344,410 346,830 0.70% 18 草津市 2,420 1,158,410 1,160,830 0.21%
19 栗東市 2,390 13,992 16,382 14.59% 19 竜王町 3,960 312,675 316,635 1.25% 19 竜王町 3,960 1,038,675 1,042,635 0.38%
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水と私たちの暮らし について考えてみよう！ PART2

下水を処理するための費用とその財源 下水道施設を整備するための費用とその財源

下水道事業会計

甲賀流 水道・下水道の会計術

水道水をお届けするための費用とその財源 水道施設を整備するための費用とその財源

水道事業会計水道事業の例

～水道料金・下水道使用料の使い道は？～～上下水道事業は企業経営って本当？～

企業債（借入金） 26%

一般会計からの

出資金 3%

加入金・負担金など

17%

国・県補助金

11%

一般会計からの

出資金     12%

内部留保資金

による補てん

41%

企業債償還金

（借入金返済）

61%

内部留保資金

による補てん

54%

その他 3%

受水費 26%

減価償却費 30%

長期前受金戻入 14%

一般会計からの

補助金

27%

一般会計からの補助金

1%

維持管理費など

34%

流域下水道

負担金 13%

収入

収入 支出 7億円

15億円

支出

30億円27億円

収入支出

36億円36億円

収入

支出 18億円

30億円

水道料金 82%

下水道使用料 45%
減価償却費 58%

※グラフ中の割合・金額は簡略化しています。

企業債償還金

（借入金返済）

26%

維持管理費など 29%

施設整備費

（建設改良費）

73%

施設整備費

（建設改良費）

36%

当年度純利益 10%

３億円（税込）

企業債（借入金） 35%

その他 1%

その他 3%

分担金・負担金

1%

長期前受金戻入

28%

私たちが支払っている料金は

何に使われているの？

下水道使用料が値上がりするってホント？

下水道審議会からの答申を重く受け止めていますが、

コロナ禍からの地域経済の復興を最優先し、改定の時期を検討しています。

厳しい状況のなか、能率的な経営に努めてまいりますので、

市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

施設の更新や

維持管理など

の費用が主な

使い道です。

そのとおり！

でも、下水道事業は使用料収入だけでは賄えず、

サービスを維持するには厳しい状況が続いているんだ。

私たちが支払った使用料が

事業を支えているんだね。

純利益があるってことは、

健全な経営なんだね。

そうなんだけど、、、

今後は、さらなる人口減少に伴う使用水量の減少

と料金収入の減少、、、

老朽化した施設などを更新していくには、多くの

費用が必要になるから、経営は厳しいんだよ。

令和３年８月に下水道審議会から「下水道使用料の改定」が

必要であると答申をいただきました。

審議会とは・・・

審議会は、上下水道を利用される市民のみなさまや学識経験を有する方などで構成された諮問機関です。

人口や世帯の動向など今後の社会情勢の変化を見込み、健全で安定的な経営を持続していくため、経営に関する

重要事項について審議していただいています。 ※審議内容は、市ホームページで公開しています。

甲
賀
市

水
道
事
業

市 民市 民 市 長市 長税 金税 金

教 育教 育 福 祉福 祉 建 設建 設 経 済経 済 水 道水 道

一般会計／行政サービス一般会計／行政サービス

〈賦課〉〈賦課〉

使用者使用者 管理者（市長）管理者（市長）料金 = 対価料金 = 対価

水を作る水を作る 水を買う水を買う 水を配る水を配る

経費

受益者負担の
原則

独立採算制の
原則

公営企業会計／経営公営企業会計／経営

県 水
使用使用

独立独立

経費と料金が

直接関連しているから、

企業として独立できる

んだね。

将来に向けて、

これからの経営は、

どうすればいいのかな？

上下水道事業の健全で安定的な

経営に向けて、審議会で意見を

いただきながら事業経営を

行っています。

上下水道事業は市の会計と組織から切り離し、

別の会計により、企業として独立運営しています。

このような企業のことを「地方公営企業」と言います。

上下水道事業の経費は、基本的に

税金によらず、料金収入によって

運営されなければなりません。

このことを「独立採算制の原則」と

言います。

上下水道総務課

Tel 69-2222　 Fax 69-2295

問合せ

66［No.367］2022.4.1［No.367］2022.4.1［No.367］2022.4.1［No.367］2022.4.177


